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   第 ２ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成28年５月13日(金曜日) 

            午前10時20分開議 

            午前10時55分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 平成28年熊本地震に係る被害状況と本県の

対応説明 

 議案第１号 平成28年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

 議案第５号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 早 田 順 一 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 前 川   收 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠席委員(１人) 

        委  員 松 野 明 美 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 濱 田 義 之 

       政策審議監 田 中 純 二 

      生産経営局長 川 口 卓 也 

      農村振興局長 小 栁 倫太郎 

        森林局長 宮 田   修 

        水産局長 平 岡 政 宏 

      首席審議員兼 

    農林水産政策課長 白 石 伸 一 

         政策監 下 田 安 幸 

      団体支援課長 杉 山 正 三 

 流通アグリビジネス課長 荒 木   亮 

      農業技術課長 堤   友 信 

      農産園芸課長 酒瀬川 雅 士 

         政策監 大 島   深 

        畜産課長 中 村 秀 朗 

  農地・担い手支援課長 鳥 井   修 

      首席審議員兼 

      農村計画課長 村 山 直 康 

      農地整備課長 西 森 英 敏 

     むらづくり課長 今 田 久仁生 

      技術管理課長 田 中 耕 作 

      森林整備課長 赤 羽   元 

      林業振興課長 三 原 義 之 

      森林保全課長 長谷川   誠 

      水産振興課長 木 村 武 志 

    漁港漁場整備課長 田 尻 雅 裕 

  農業研究センター所長 板 東 良 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課参事 小 池 二 郎 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午前10時20分開議 

○髙野洋介委員長 それでは、ただいまから

第２回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日は、本会議を休憩しての委員会であり

ますので、審議を効率的に進めるため、質疑

応答は付託議案に関するもののみに限らせて

いただきます。 

 また、本日は執行部を交えての初めての委

員会となりますが、今回は出席者の自己紹介

は省略いたしますので、委員の先生方よろし

くお願いいたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 
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 まず、議案について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、農林水産部長から総括説明を行い、

続いて担当課長から順次説明をお願いいたし

ます。 

 なお、本日は、災害対策協議会の開催にか

えて、各常任委員会で平成28年熊本地震に係

る被害状況と本県の対応について説明をして

いただくことになっておりますので、農林水

産政策課長にはよろしくお願いをいたしま

す。 

 初めに、濱田農林水産部長、お願いいたし

ます。 

 

○濱田農林水産部長 それでは、着座のまま

失礼します。 

 髙野委員長、それから早田副委員長を初め

委員の皆様方には、この１年間どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 今般の平成28年熊本地震でございますが、

多くのとうとい命が失われたばかりではなく

て、家屋倒壊、大規模な土砂崩れ、県内の広

範囲にわたりまして、極めて甚大な被害が発

生をいたしました。 

 改めまして、亡くなられた方々に謹んで哀

悼の意を表しますとともに、被害に遭われた

皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと思

います。 

 農林水産業の被害でございます。 

 現時点で約1,345億円でございます。本県

では過去最大の被害額、また、阪神・淡路大

震災、これは平成７年でございます。それか

ら、平成16年の新潟県中越地震、この農林水

産業被害も超えた額になってございます。 

 農林水産部としましては、発災直後から、

被災状況の全容把握に取り組みますととも

に、４月27日には、知事専決処分により、被

害対策資金の創設、それから応急対策等の経

費といたしまして、総額26億円余の補正予算

を組ませていただきました。 

 また、国に対しては、被害状況の早期把

握、応急的な対策はもとより、必要な復旧、

復興の予算、それから制度の創設、拡充、こ

ういったものを県議会、県選出国会議員の皆

さん方と一体となって要望し続けてまいった

ところでございます。 

 本日にも国の熊本地震関連の補正予算が閣

議決定されると伺っておりますが、今後と

も、地元市町村、関係機関と連携をしなが

ら、被災農林漁業者が経営の意欲を失わない

ことを第一に、早期の復旧はもとより、創造

的な復興を通じて、熊本の農林水産業の一日

も早い復活、そしてさらなる発展につなげて

まいりたいと思っております。 

 今回提案いたしております議案は、平成28

年度の一般会計補正予算１件、それから先ほ

ど申し上げました専決処分の報告・承認１件

でございます。 

 補正予算のほうでは、被災した農業施設等

の撤去、再建、修繕、それから畜産農家につ

いては、経営再建に向けた家畜導入など、そ

れから、作目転換が必要なときには、この種

子の購入、農作業委託等に関する助成、それ

から山地の災害防止に向けた緊急的な治山事

業、それから海では土砂等が流入した漁場の

機能回復など、全般にわたり総額100億円余

の増額補正をお願いいたしております。 

 詳細につきましては、それぞれ担当課長か

ら説明させますので、どうぞ御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○髙野洋介委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いいたします。 

 初めに、白石農林水産政策課長。 

 

○白石農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 
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 お手元に配付しております説明資料のう

ち、初めに資料１「平成28年熊本地震に係る

被害状況と本県の対応」と題しております資

料から説明させていただきます。 

 Ａ４横の資料、表紙を１枚おめくりいただ

きまして、１ページをお願いいたします。 

 地震の概要を記載しております。 

 今回の地震の特徴といたしまして、最大震

度７の地震が、前震と本震、短期間に２回発

生しております。震源は、いずれも熊本地方

で、前震は日奈久断層、本震は布田川断層の

活動によるものとされております。 

 １ページおめくりいただきまして、３ペー

ジをごらんください。 

 被害の概要でございます。 

 ５月11日の時点でございますが、(1)の人

的被害、死者68名、行方不明１名、重軽傷者

1,649名となっております。 

 住家被害につきましては、全壊、半壊の分

類が未確定なものを含めて、約７万3,000棟

の被害報告が上がっております。 

 ４ページから６ページにかけましては、人

的被害、住家被害、避難者数の詳細を記載し

ておりますので、後ほどごらんください。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ７ページにつきましては、ライフラインの

状況ということで、現時点では一部の町村の

水道を除いてほぼ100％復旧しておる状況で

ございます。 

 次、８ページをお願いいたします。 

 各分野の被害額でございます。 

 調査中の分野も多く、掲載している被害額

も今後さらに拡大が見込まれております。農

林水産関係につきましては、この後別紙の資

料で説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、９ページか

らは発災以降の本県の主な対応事項について

記載してございます。 

 主なものを御説明いたします。 

 ４月14日の前震発生と同時に災害対策本部

が設置され、緊急消防援助隊、それから自衛

隊の派遣要請あたりを迅速に行っておりま

す。 

 10ページのところに書いてありますが、16

日の本震後は、対応としましては11ページ以

降になりますけれども、４月25日に、副知

事、議長等による政府及び政党への緊急要望

活動を行っております。そのときに激甚災害

法の指定も行われております。 

 また、12ページになりますが、５月９日

に、知事と議長等によります財政負担等に係

る特別立法措置を初めとする要望活動も行っ

たところでございます。 

 この資料の説明は以上でございます。 

 次に、資料２の平成28年の農林水産関係被

害について御説明申し上げます。Ａ３の「資

料２」と右肩に書いております資料でござい

ます。 

 現時点の農林水産関係被害額は、市町村の

調査に県が推計を加味した額ということで、

トータルで約1,345億円となっております。 

 まず、１番の農業関係被害の状況から順に

主な被害について御説明申し上げます。 

 主なものとしましては、農作物被害で、畜

産部門、家畜の死亡や生乳の廃棄などの被害

が確認されております。 

 農業施設被害では、畜舎、農舎の損壊、選

果場などの共同利用施設の被害が確認されて

おります。 

 その下、農地関係では、田畑でののり面崩

壊やクラックの発生、ため池や用水路の農業

用施設などの被害が確認されております。 

 農業関係被害額は、一番下の欄でございま

すが、合計で約943億円となっております。 

 次に、右上の林務関係被害状況でございま

す。 

 主なものといたしましては、林道施設での

のり面崩壊や路肩決壊、大規模な山地崩壊な

どが確認されております。 

 中段の下のほうですが、被害額合計は約
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369億円となっております。 

 次に、水産関係被害状況でございます。 

 主なものといたしましては、漁港の防波

堤、護岸等の破損、荷さばき所などの共同利

用施設の損傷などが確認されております。 

 被害額は、合計で約33億円となっておりま

す。 

 トータルで約1,345億円の被害額というこ

とになっております。 

 次に、資料３、Ａ３の写真の横紙がござい

ますが、ごらんください。 

 農林水産の被害状況を地図と写真であらわ

したものでございます。 

 真ん中に熊本県の中央部の地図がございま

す。 

 ごらんいただきますと、赤い点線ラインが

布田川断層と日奈久断層を示しております。

地図上の１から18番までの番号と主な農林水

産関係の被害の写真を番号で示しておりま

す。この２つの断層に沿いまして、畜舎、農

業施設、農地、山林、海岸などに大きな被害

が発生している傾向がうかがえるかと思って

おります。 

 それぞれの写真については、後ほどごらん

いただければというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 被害状況の説明は以上でございます。 

 引き続き、被害の状況の把握に努めまし

て、必要な対策につなげてまいりたいという

ふうに考えております。 

 被害状況の説明は以上でございます。 

 それから、続きまして予算関係の議案のほ

うの資料をごらんください。 

 平成28年５月議会農林水産常任委員会説明

資料(予算関係)、Ａ４の資料でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、平成28年度４月専決、それから５月

補正予算の総括表でございます。 

 まず、４月専決につきまして御説明しま

す。 

 (Ｂ)欄の一番下の欄で、農林水産部の合計

は総額で26億円余となっております。 

 次に、５月補正につきまして、(Ｃ)欄の一

番下の欄でございますが、合計100億円余と

なっております。 

 補正後の予算額は、一番右の欄の(Ａ)＋

(Ｂ)＋(Ｃ)の一番下の欄でございますが、

532億円余となっております。 

 農林水産政策課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 同じ常任委員会説明資料の２ページをお願

いいたします。 

 平成28年度５月補正予算でございます。 

 まず、共同利用施設災害復旧費でございま

す。 

 これは、農協や農事組合法人が熊本地震に

より被災した選果場やカントリーエレベータ

ーなどの農業共同利用施設の復旧を行う場合

の補助で、30億2,600万円余をお願いしてお

ります。 

 続きまして、資料の11ページをお願いいた

します。 

 平成28年４月27日付、知事専決分の御報告

でございます。 

 上段は、経営対策資金助成費として5,900

万円余をお願いしております。 

 これは、熊本地震による被害対策として融

資を受けられる農業者に対する利子補給や保

証を受ける場合の保証料補助及び保証を引き

受ける農業信用基金協会のリスクを軽減する

ための補助でございます。融資枠は150億円

としております。あわせて、債務負担行為を

お願いしております。 

 下段は、被害対策として融資を受ける漁業

者に対して農業と同様の措置を講じるための

必要な経費で、500万円余をお願いしており

ます。融資枠は６億円を設定しております。 
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 団体支援課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○堤農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 説明資料のほうは、戻りまして３ページで

ございます。 

 まず、上段の農作物対策費の農業気象対策

事業費でございます。 

 今回、592万円の補正予算を計上しており

ます。これは、右側の説明欄にございます

が、今回の地震によります農地の液状化現象

等の影響につきまして、まず土壌の状況調査

を行いまして、塩分の流入や土壌の酸性化が

ある場合には、塩分の除去や酸度矯正のため

の石灰資材の散布支援を行うものでございま

す。 

 次に、下の段でございますが、農業施設災

害復旧費の試験研究施設現年発生災害復旧費

でございますが、今回新たに６億7,300万円

余を計上いたしております。 

 これは、右側の説明欄にございますが、今

回の地震による農業研究センター本部、各研

究所の施設、設備、研究備品等に被害があっ

たため、その復旧に係る経費でございます。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○酒瀬川農産園芸課長 農産園芸課でござい

ます。 

 資料４ページをお願いいたします。 

 農作物対策費でございますけれども、

4,300万円の増額補正をお願いいたしており

ます。 

 これは、説明欄にありますように、今回の

熊本地震により被災を受けた水田に対し、緊

急的に営農支援を行う事業でございます。 

 具体的には、転換作物である大豆の種子導

入費用や地域営農組織等への農作業委託に要

する経費に対し助成を行うものでございま

す。 

 農産園芸課は以上でございます。よろしく

御審議のほどお願いします。 

 

○中村畜産課長 畜産課でございます。 

 予算説明資料５ページをお願いいたしま

す。 

 上段の畜産経営安定対策事業費でございま

すが、説明欄１の畜産経営復旧緊急支援事業

において１億710万円余を計上しておりま

す。 

 これは、畜産農家の施設が復旧するまでの

間、家畜の飼養管理、堆肥の処理等の作業委

託や一時的な家畜飼養管理の預託に要する経

費の一部を助成するものでございます。 

 なお、熊本地震対策として、国が同様な事

業を創設されれば、その一部、全部を振りか

えることとしております。 

 説明欄の２の地域畜産復興支援事業におい

て１億2,170万円余を計上しております。 

 これは、地域畜産の再建を図るため、地域

復興組織が家畜を導入する経費の一部を助成

するものでございます。 

 本事業も同様に、国が同様の事業を創設さ

れれば、その一部、または全部を振りかえた

いということで考えております。 

 下段の農業関係施設現年発生災害復旧費に

おいて445万円余を計上しております。 

 これは、家畜保健衛生所の施設設備の損壊

箇所の原形復旧に要する経費でございます。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 専決処分の報告及び承認でございます。 

 上段の畜産経営安定対策事業費でございま

すが、畜産経営復旧緊急支援事業において

1,260万円余を計上しております。 

 これは、災害により死廃した家畜の搬出、

輸送及び化製処理等に要する経費の一部を助

成するものでございます。 

 下段の農業関係施設現年発生災害復旧費に

おいて4,110万円余を計上しております。 
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 これは、県下の畜産農家で発生する家畜疾

病の原因究明を行っている中央家畜保健衛生

所において、その検査に要する精密機械が破

損いたしました。早急に整備復旧する必要が

あるものでございます。また、鳥インフルエ

ンザの発生に備えた防疫資材等を保管する備

蓄倉庫も損壊いたしましたので、原状の復旧

をしております。 

 畜産課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○鳥井農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課です。 

 資料６ページに戻っていただきたいと思い

ます。 

 農業施設災害復旧費でございます。 

 震災復旧緊急対策経営体育成支援事業とし

て31億2,800万円をお願いしております。 

 内容は、本事業につきましては、被災農業

者に対して、畜舎や農舎、農業用ハウスなど

の農業用施設の再建や修繕、あわせて倒壊し

た畜舎などの撤去に要する経費を補助するも

のでございます。 

 国の被災農業者向けの経営体育成支援事業

を活用しまして、県が10分の２の上乗せ補助

をお願いしております。国に対しましては、

補助率を10分の３から２分の１に引き上げる

よう要望しております。さらに、農家負担が

10分の１になるように、市町村に対しまして

も10分の２の負担をお願いしてまいります。

よろしくお願いします。 

 

○西森農地整備課長 13ページをお願いいた

します。 

 ４月27日の専決処分の御報告になります。 

 農地災害復旧費24億2,400万円の予算を計

上しております。 

 事業内容としましては、農業用施設等の復

旧のため、調査費及び応急工事費を計上して

おります。 

 まず、調査内容としましては、ため池、ダ

ム、橋梁やトンネル、海岸堤防において緊急

点検を行うこととしております。また、割れ

やずれが発生しております農地の現況調査や

地すべり地帯の調査を行うこととしていま

す。あわせまして、緊急的な対応を行うため

の必要な応急工事をあわせて計上しておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○三原林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 ７ページに戻っていただければと思いま

す。 

 現年林道災害復旧費につきまして１億3,91

0万円余の増額補正をお願いしております。 

 説明欄に記載しておりますとおり、市町村

が施行します林道施設の復旧に補助をするも

のでございます。12路線19カ所を予定してお

るものでございます。 

 林業振興課は以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

○長谷川森林保全課長 森林保全課でござい

ます。 

 資料の８ページをお願いいたします。 

 ５月補正でございます。 

 ２段目、緊急治山事業費です。24億1,100

万円の増額補正をお願いしております。 

 これは、今回の地震により発生した山地崩

壊の中で、特に緊急を要する单阿蘇など９カ

所を緊急治山事業により復旧するための経費

でございます。 

 続きまして、資料の14ページをお願いいた

します。 

 ４月専決処分の御報告でございます。 

 ２段目、緊急治山事業費です。１億1,300

万円の増額を行っております。 

 これは、緊急治山事業の実施に伴う調査、

設計に要する経費でございます。 
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 森林保全課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○木村水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 漁場環境等対策事業費に、５月補正予算と

して495万円の増額をお願いしております。 

 この漁場環境等対策事業費は、赤潮対策事

業、漁場環境クリーンアップ事業及び水産多

面的機能発揮対策事業を行う予算でございま

す。このうち水産多面的機能発揮対策事業の

増額を要望しております。 

 今回、熊本地震による山腹崩壊等で流出し

た土砂が白川河口域に蓄積し、数年ぶりに発

生したアサリが死亡する被害が出ておりま

す。このため、漁業者が行う堆積土砂の漁場

からの除去といった保全活動を本事業により

支援いたします。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○田尻漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の10ページをお願いします。 

 上段に記載しております水産環境整備事業

費としまして４億1,000万円を補正予算とし

てお願いしております。 

 説明欄にありますように、この水産環境整

備事業は、熊本地震により土砂が流入し被災

した漁場の機能回復を図るための作澪や耕う

んに要する費用でございます。 

 次に、現年漁港災害復旧費としまして

1,500万円を補正予算としてお願いしており

ます。 

 説明欄にありますように、この現年漁港災

害復旧費のうち、今回補正の卖県漁港災害復

旧設計調査費は、熊本震災により被災した漁

港施設の復旧のための設計調査に要する費用

でございます。 

 最下段の課計の欄のとおり、総額で４億

2,500万円の補正予算をお願いしておりま

す。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。質疑はありませんか。 

 

○村上寅美委員 これの果樹のところで、野

菜のところはイチゴとかナスとかある程度出

とるけど、果樹のところはまだ上がってきて

ないと思うけど、園芸課長、これはどういう

状態か。 

 

○酒瀬川農産園芸課長 果樹関係につきまし

ては、いわゆる石垣の損壊という話は聞いて

おります。現在、作物被害については調査中

でございます。 

 

○村上寅美委員 熊本が日本に誇るデコポ

ン、これはうちじゃないんだよ、河内じゃ。

宇城とそれから芦北、これは木が倒壊してし

まっているということが果実連の理事会で報

告があってるわけだ。だから、もう立ち枯れ

して、もう全部植えかえだということが報告

があっている、専門連に。だから、その辺の

ところが、最終的な数字は別にしても、全然

上がってないというのはおかしいよ、それ

は。だから、もうちょっとそこを……。 

 

○酒瀬川農産園芸課長 速やかに調査をしま

して、被害額を上げてもらうようにしたいと

考えています。 

 

○村上寅美委員 速やかにしとらぬけん言い

よっとたい。だから、そういうことで、組合

長たちは、真剣に何とかしてくれということ

が果実連の役員会で決議されておるのに、そ

れはもう１カ月になるからね。だから全然と
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いうことじゃなくて、もうちょっと本庁から

指示して、振興局なのか、卖協にするのか、

ようわからぬけど、その辺のところは上げて

たい、最終でなくても──河内あたりは立ち

枯れはないわけたい。立ち枯れはないけど

ね、ミカンになってみないと、どういう状況

か、すれてしまって商品になるかならぬかと

いうことで、こういうのは秋口、ある程度９

月ごろにならぬとわからない。しかし、これ

はもう真剣な、組合が成り立つかというぐら

いの話だったよ。僕は見とらぬけどね、ま

だ。だから、至急これはやってちょうだい。

もうしとらぬならよか。要望でよか。 

 

○前川收委員 関連のある話でありますが、

部長の最初の説明の中に被災状況の全容把握

に取り組むというお話がございました。まだ

余震が続く中で、県職員の皆さん方や関連の

皆さん方、本当に一生懸命取り組んでいただ

いていることには敬意を表したいと思います

し、また感謝を申し上げたいと思っておりま

す。 

 ただ、この全容把握というその言葉の内容

が、今までの既成の概念でいけば、災害対策

事業、要するに災害復旧事業等々の予算の範

囲の中で、その対象になるものが、いわゆる

被害という形で調べてきたと、私は今まで思

っています。 

 でも、今ちょっと村上先生の話もありまし

たが、仮に災害の被害対象にならない、要す

るに復旧対象にならないものであっても、言

葉としては被災状況の全容という話であれ

ば、今は災害対策の予算の対象にならなくて

も、将来はその範囲に入れていただくという

ぐらいの意気込みでやっぱり全容把握をして

いかなきゃいけないと思っています。 

 当然、危険な部分とか、まだ今はわからな

い部分とかあることは十分わかっております

が、気持ちの問題として、今までのいわゆる

災害の対象になる部分と、今までが災害対象

になってないけれども、じゃあ被害じゃない

のと言われりゃ、これは被害なんですね、や

っぱり。その部分まで含めた全容把握という

ものをぜひやっていただきたいというふうに

思っております。 

 １つ質問ですけれども、今上がっているこ

の被害額というのは、いわゆる災害復旧とか

補塡とか、さまざまな施策があると思います

が、その対象になっているものを中心に集め

てあるものだと思っていますが、いかがでし

ょうか。 

 

○白石農林水産政策課長 前川委員がおっし

ゃいますとおり、今、全容把握するべく、先

ほど言いましたけれども、推計も含めて入れ

ているところなんですが、大まかには、対象

になるようなこれまでの被害額を基本に上げ

てますけれども、今回、推計も含めて、今お

っしゃいました、これまでなっていないよう

な、例えば事務所の損壊とか、そういったも

のもある程度把握していく必要があるのでは

ないかということで、一部そういうのも入れ

てきております。 

 今後も、そういったものも含めまして、先

ほど果樹のお話もございましたけれども、そ

ういったものを含めまして、全体を把握して

まいりたいというふうに思っております。 

 

○前川收委員 ぜひお願いしたいと思いま

す。といいますのは、財政的な支援をいただ

くための特別措置法というのは当然ですけれ

ども、特別措置法というのは、別に財政的な

支援だけじゃなくて、今までの既存法で見て

もらってなかった災害を、枠を広げて、横に

広げていただいて、これも被害対象として見

てくださいという部分もあるんですね。 

 要するに、特別措置法というのは、大きく

目指しているのは２つだと思っています。財

政的な支援と枠の広げ方。つまり、これまで

災害対象になってなかったものを災害対象と
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して見ていただくということも必要でありま

す。その災害対象として見ていただくために

は、それが被害として我々が把握できてない

と、絶対それは対象にしてくださいと言える

はずがないんですね。何が壊れてて何が困っ

ているかがわからないという状況になってし

まいます。 

 ですから、被害調査をなさると、被災者の

皆さん方の期待感が高まって、後で災害対象

にならなかったということもあり得るかもし

れません。しかし、それとこれとは別な話と

して、今まだ途中経過の話ですから、我々と

しては、被害の全容は非常に広げた形の中

で、今一部事務所という話もありましたけれ

ども、当然、これは生産施設であれば被害対

象で今回も補正組まれてますけれども、見て

もらってますが、それを動かしていく頭脳が

集まっている事務局が──私ごとながら、森

林組合連合会の事務所は、森林会館は赤紙が

張られてもう移転しました。仮移設、仮事務

所をつくりました。もう倒壊です、これ。そ

ういうのが被害に上がっているのかどうかわ

かりません。 

 それから、もう一つは、林道関係も非常に

多岐にわたって、要するに災害対象にならな

い林道、何というのかな、林業専用道だった

かな。そういったものは、もうとてもじゃな

いけど、まだ今すぐわかるとは思ってません

し、これからだとは思ってますが、それらも

やっぱり今回は災害対象に広げてもらいたい

と思っています。それはもう物すごい数でご

ざいますので、被害が。 

 そういったところも踏まえた形の中でやる

上においては、そういった拾い上げというん

ですかね、これまでの概念にとらわれない、

災害という部分の概念にとらわれない形でぜ

ひやっていただきたいと思いますが、部長い

かがでしょうか。 

 

○濱田農林水産部長 一つお断りでございま

すが、この1,345億というのは、まだ途中過

程でございます。おっしゃいましたように、

時間軸の問題も、実はこれはありでございま

して、果樹とか水田、それから場合によって

は施設園芸もそうかもしれません。畜産もそ

うかもしれません。今から影響がどんどんは

っきりしていくという部分がございます。 

 そういった時間軸の問題とともに、今、前

川委員がおっしゃったように、その対象範囲

ですね。今回、我々も非常にこの特別措置法

に期待を申し上げております。これは２つの

要素があって、我々としては創造的復興に資

するような部分までとってほしいという思い

もありますし、もう一つは、前川先生がおっ

しゃったように、対象を広げて、そういった

営農の影響が広く出てくる分野、ここを別の

対策としてきっちりカバーしていくというこ

とも狙っているつもりでございますので、そ

ういった発想で、今回の被害調査、これはも

う型どおりの、今申し上げたように1,345億

というのは、型どおりの今までのきっちりし

た被害ですが、これに加えて、関連してこう

いった影響があっているというのをつぶさに

把握して、これは国にもぶつけていきたいな

というふうに思っておりますので、そこは頑

張りたいと思います。 

 

○前川收委員 よろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 また６月議会、９月議会

とあると思いますので、その都度その都度金

額もふえていくでしょうし、件数もふえてく

るでしょうし、また、関連の部分は関連の部

分で、委員の皆様方にもお示しできるような

準備のほうもぜひお願いをしたいというふう

に思っております。 

 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号及び第５号について、
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一括して採決をしたいと思いますが、御異議

ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外１件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外１件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 最後に、要望書等が４件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして、第２回農林水産常任委

員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前10時55分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  農林水産常任委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


